
第一面

計画書記入例

計画通知の場合は、別の書式（様式第十一）となり
ます。本資料の最終ページを参照してください。
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第二面

申請済／未申請いずれの場合も申請先／申請予定先の名称と
その所在地を市町村レベルで括弧内に記載してください。
未申請でその後に申請した場合は、その旨を弊社へ連絡して
ください。その際に書面の修正は不要です。

備考欄へ物件名の記載をお願いします。
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第三面

３.建築面積～５.建築物の階数、７.工事種別、
８.構造については、対象となる棟の確認申請
上の情報を記載してください。敷地単位では
ありません。

確認申請書第三面及び第四面と整合するように作成してください。

対象建築物の用途に応じて選択してください。住宅と非住宅の用途を含む
場合は、複合建築物を選択します（店舗等併用住宅は複合建築物です。）。

確認申請書第四面の工事種別と整合させてください。

建設地に応じた省エネルギー地域区分を１～８地域
より選択してください。

３.建築面積について、敷地単位の数値を記載する場合は、審査の円滑化のため、12.備
考にその旨を記載してください。

適合性判定の対象となる棟の
工事着手予定年月日、工事完
了予定年月日を記入してくだ
さい。
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第四面
「非住宅建築物」

の場合

ERIにおいては、第四面は法定書式を集約した集約版をデフォルトの書式とします。

確認申請書第四面に記載の用途と整合し、建築基準
法施行規則別紙の表の用途の区分に従い記入してく
ださい。

緑枠線部分は「非住宅建築物」の場合は入力の必要がありません。
（HP掲載の書式においては建築物の用途によりマスクがかかるようになっています。）

「開放部分」とは、当該室（部分）の床面積に対し、1/20以上
の常時外気に開放された開口部がある室（部分）を指します。
以下が明らかな場合は、床面積と同じ面積を記載することでも
支障ありません。
・開放部分を除いたとしても引上基準の該当の判断に変更がな

いこと。
・開放部分を除いたとしても10㎡を超えること。

増築又は改築の場合には、増改築部分に適用する計算方法に応じて基準の選択を行ってください。

第三面で選択した工事種別に応じて、床面積を適
切な欄に記入してください。

4

©2026 日本ERI株式会社



「モデル建物法」の場合

「標準入力法」の場合

基準となるBEI及びBEIの設計値を記入します。
引上基準が適用される場合は、基準となるBEIの記載に注意してください。
モデル建物法（小規模版）で複数モデルの場合は、最もBEIsの値が大きい計算結果
について記入するようにしてください。

設計・基準とも一次エネルギー消費量は「その他エネルギー」を含む数値を記載
します。引上基準が適用される場合は、その基準値を記載してください。
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第四面
「一戸建ての住宅」

の場合

ERIにおいては、第四面は法定書式を集約した集約版をデフォルトの書式とします。

緑枠線部分は「一戸建て住宅」の場合は入力の必要がありません。
（HP掲載の書式においては建築物の用途によりマスクがかかるようになっています。）
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「開放部分」とは、当該室（部分）の床面積に対し、1/20以上
の常時外気に開放された開口部がある室（部分）を指します。
開放部分を除いたとしても10㎡を超えることが明らかな場合は、
床面積と同じ面積を記載することでも支障ありません。
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外皮：標準計算、一次エネ：標準計算の場合

外皮：仕様基準、一次エネ：標準計算の場合

設計・基準とも一次エネルギー消費量は「その他エネルギー」を含む数値を計算書から転記してください。
BEI、UA値、ηAC値は計算書に表示される数値を転記してください。
外皮基準値は第三面の地域区分の選択により自動的に表示されます。

設計・基準とも一次エネルギー消費量は「その他エネルギー」を含む数値を計算書から転記してください。
BEIは計算書に表示される数値を転記してください。外皮が仕様基準・誘導仕様基準の場合、UA値、ηAC値の記
載は不要です。外皮基準値は第三面の地域区分の選択により自動的に表示されます。
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第四面
「共同住宅等」

の場合

ERIにおいては、第四面は法定書式を集約した集約版をデフォルトの書式とします。

緑枠線部分は「共同住宅等」の場合は入力の必要がありません。
（HP掲載の書式においては建築物の用途によりマスクがかかるようになっています。）

住宅共用部は外皮基準が適用外であるた
め、該当する申請の場合にチェックして
ください。

住宅用途の共用部については計算を省略することが可能です。以下より選
択してください。
第１号（共用部計算あり）
第２号（共用部計算なし・省略）

住戸によって適用する基準が異なる場合
は国土交通大臣が認める方法及びその結
果を選択し、併用する基準を記載てくだ
さい。

「共用部分」とは、住宅の共用部分です。
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「開放部分」とは、当該室（部分）の床面積に対し、1/20以上
の常時外気に開放された開口部がある室（部分）を指します。
開放部分を除いたとしても10㎡を超えることが明らかな場合は、
床面積と同じ面積を記載することでも支障ありません。
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第五面（抜粋）

一次エネルギー消費量、BEI、UA値、ηAC値は第五面の入力により自動計算されます。
外皮基準値は第三面の地域区分の選択により自動的に表示されます。
住宅共用部については、「共用部計算あり」を選択した場合には標準入力法の計算書より転記してください。
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こちらにチェックを入れた場合、第五面
の省略が可能です。この場合、上記集計
表において住戸に関する数値の入力も不
要です。



第四面
「複合建築物」

の場合

ERIにおいては、第四面は法定書式を集約した集約版をデフォルトの書式とします。

住宅共用部は外皮基準が適用外であるため、該
当する申請の場合にチェックしてください。

緑枠線部分は「複合建築物」の場合は入力の必要がありません。
（HP掲載の書式においては建築物の用途によりマスクがかかるようになっています。）

住戸によって適用する基準が異なる場合
は国土交通大臣が認める方法及びその結
果を選択し、併用する基準を記載てくだ
さい。

「共用部分」とは、住宅の共用部分です。

住宅用途の共用部については計算を省略することが可能です。以下より選
択してください。
第１号（共用部計算あり）
第２号（共用部計算なし・省略）
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「開放部分」とは、当該室（部分）の床面積に対し、1/20以上
の常時外気に開放された開口部がある室（部分）を指します。
以下が明らかな場合は、床面積と同じ面積を記載することでも
支障ありません。
・開放部分を除いたとしても引上基準の該当の判断に変更がな

いこと。
・開放部分を除いたとしても10㎡を超えること。



非住宅：モデル建物法 住宅：標準計算の入力例

引上基準の適用、料金算定の観点から、申請部分の非住宅部分の床面積及
び開放部分を除いた床面積を記入してください。
開放部分を除いたとしても引上基準適用の該当の判断に変更がない場合は
同一の面積を記載することで支障ありません。

非住宅の一次エネルギー消費量、BEIは計算書より転記してください。
引上基準が適用される場合は、基準となるBEIの記載に注意してください。
モデル建物法（小規模版）で複数モデルの場合は、最もBEIsの値が大きい計算結果について記入するようにし
てください。

住宅の一次エネルギー消費量、BEI、UA値、ηAC値は第五面の入力により自動計算されます。
外皮基準値は第三面の地域区分の選択により自動的に表示されます。
住宅共用部については、「共用部計算あり」を選択した場合には標準入力法の計算書より転記してください。
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こちらにチェックを入れた場合、第五面
の省略が可能です。この場合、上記集計
表において住戸に関する数値の入力も不
要です。



第五面 ERIにおいては、第五面は法定書式を集約した集約版をデフォルトの書式とします。
第五面に代わり、ERIの提供する住棟一次エネルギー消費量計算書から出力できる第五面に代わる
書類を提出いただくことでも構いません。

次の点を踏まえて、住戸ごとに各項目を記載してください。

【タイプ名】
計算書と紐づけができる名称がある場合には記入してください（任意）。

【住戸の番号】
住戸を特定できる番号を記入してください。

【住戸の存する階】
住戸の存する階を記入してください。

【専用部分の床面積】
当該住戸の専有部分の床面積を記入してください。省エネ計算上の面積とは異なる場合が
あります。

【計算・仕様】
住戸に適用した基準により選択してください（デフォルトは「計算」としています。）。
標準計算 ⇒ 計算 仕様基準 ⇒ 仕様 誘導仕様基準 ⇒ 誘導

【UA値、ηAC値】
計算書に表示された値を転記してください。仕様基準又は誘導仕様基準の場合は空欄とし
てください。

【設計一次エネ、基準一次エネ】
計算書に表示された「その他エネルギー」を含む数値を[GJ]で転記してください。

【その他エネ】
計算書に表示された「その他エネルギー」を[MJ]で転記してください。

【BEI】
計算書に表示された値を転記してください。
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別紙 特定の住戸において、仕様基準又は誘導仕様基準を適用する場合に必要な事項について記載して
ください。
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第一面（計画通知の場合）

当社への申請日

・行政庁での文書管理番号
・文書管理番号の発番日
について、該当がある場合に記入してください。

該当がない場合は未記入としてください。
なお、建築基準法における計画通知番号ではあ
りませんので注意してください。
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